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上水道工事施工管理基準

１ 総 説

この上水道工事施工管理基準は、上水道工事共通仕様書1.1.14に規定する施工管理について、その

基準を定めるものである。

（１）目 的

この基準は、請負工事による水道工事の施工管理の方法について定め、契約図書に定められた工

期、工事目的物の出来形及び品質規格等の確保を図ることを目的とする。

（２）適用範囲

ア）この基準は、大和郡山市が所管する上水道工事（年間単価契約工事はその一部を準用する ）。

。 、 「 」に適用する ただし 本基準に定めのない工事については 土木工事施工管理基準 奈良県土木部

によるものとし、請負工事の種類、規模、施工条件等により、これら基準によりがたい場

合は、監

督員の承諾を得て他の方法によることができる。

イ）道路復旧等の施工管理は、各道路管理者等の定める基準によらなければならない。

（３）構 成

工 程 管 理

施 工 管 理 出来形管理

（工事写真を含む）

品 質 管 理

（４）管理の実施

ア）請負人は、施工管理を実施するにあたり、主任（監理）技術者及び施工管理計画を定めなけれ

ばならない。

イ）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、常に監督員と連絡を取り、絶えず適切な施

工管理を行わなければならない。

ウ）請負人は、測定（試験）等を、工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるように実施し

なけらばならない。

エ）請負人は、測定（試験）等の結果を、その都度、遂次管理図表に記録し、適切な管理のもとに

保管し、監督員が記録の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。

また、工事完了日までに竣工図書に合わせて提出しなければならない。

オ）請負人は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない

箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を｢工事写真撮影基準｣により

脱落のないよう撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示することが

できるようにしておくこと。

また、工事完了日までに竣工図書に合わせて提出しなければならない。

２ 管理項目及び方法

（１）工程管理

請負人は、工程管理を、工事内容に応じネットワーク（パート）方式又は、バーチャート方式等

により作成した実施工程表により管理するものとする。
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（２）出来形管理

請負人は、出来形を「出来形管理基準」により管理し、設計値と実測値を対比して記録した出来

形図又は、出来形管理表を作成するものとする。

（３）品質管理

請負人は、品質を「品質管理基準」により管理し、品質管理図表等を作成するものとする。

（４）規 格 値

請負人は 「出来形管理基準」及び「品質管理基準」により、測定した各実測（試験・検査・計、

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

（５）是正措置

ア）工程管理

請負人は、全体及び重要な工種の工程に遅れを生じたときは直ちに原因を究明し、改善策を立

案して、監督員と協議すること。

イ）出来形及び品質管理

（ａ）請負人は、測定（試験）値が設計（規格）値に対し偏向を示したり、バラツキが大きい場合

は、直ちに原因を究明し、改善を図ること。

（ｂ）請負人は、測定（試験）値が規格値を外れた場合には、直ちに原因を究明し、改善策をたて、

監督員に報告の上、その指示を受けること。

（６）合格判定

出来形及び品質の合格判定は、出来形管理基準及び品質管理基準に基づき、次により行うものと

する。

ア）出来形

測定項目及び測定基準により実測し、その規定値がすべて規格値の範囲内にあるとともに、そ

の平均値は設計値以上でなければならない。

イ）品質

施工後の試験結果は、品質規格を満足しなければならない。

（７）工事写真撮影

請負人は、工事写真を「工事写真撮影基準」により撮影するものとする。

３ 出来形管理基準

（１）出来形管理基準適用の留意点

ア）この出来形管理基準は、検査に必要な最小限の基準である。従って各工事においては、原則と

して、起・終点及び各測点（№）ごとの測点管理を行い、その内から各工種の測定基準により出

来形管理表等を作成すること。

イ）延長で管理するもののうち施工延長が20ｍ以下のものについては、１施工単位当り２箇所を測

定すること。

ウ）管理位置については、あらかじめ施工計画書に記載すること。

エ）道路復旧等の施工管理は、各道路管理者の定める基準によらなければならない。
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基準高さの例

（２）各工種及び測定項目等

請負人は、出来形管理にあたっては、監督員と設計数量との整合性について協議し、適切な管理

を行なわなければならない。
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測定項目

幅　b,

基礎工 　設計値以上

　（砕石基礎・栗石基礎） 厚さ　ｔ

　設計値以上

アスファルト舗装工

（厚さ、幅、平坦生）

イ

　標準断面での規格値を示したものである。

延長（ブロック毎） 100ｍ未満

新設 ±90

撤去 100ｍ以上

使用廃止 ±延長／1000

オフセット（S１）

土被り（ｈ１）

布
設

基準高 ±30

一般部は概ね延長20ｍごとに
標準的な位置で１箇所測定す
る。設計図に明示した既設管
との接続部、伏越し等、特殊
部及び付属施設については、
全箇所。

管
布
設
工

深さ　Ｈ

管
路
埋
戻

管
路
掘
削

幅　Ｗ１、Ｗ２

砂基礎仕上高
（管下・管上部）

埋戻し仕上高

±50

工種

ア

共
通
項
目

規格値
（ｍｍ）

±50

測定基準

一般部は概ね延長20ｍごとに
標準的な位置で１箇所測定す
る。設計図に明示した伏越し
等、特殊部及び付属施設につ
いては、全箇所。

±30

±30

±50

（３）上水道工事出来形管理基準

占用位置（S２）

適　　　　要
測定対象

±50

維持管理上重要なポイントに
なるので、固定点から３点測
定し正確なものを図示する。
始点、終点、連絡箇所、T字
管、曲管、付属施設（使用廃
止管含む。）

路線ごとに測定する。
※弁室等の構造物間
（日々測定する）

実施箇所ごとに測定する。

舗装種別毎に行い、「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」によるものとする。
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測定項目

イ 　上水道工事共通仕様書　参考図面　２ ロケーティングワイヤーの固定方法による。

　上水道工事共通仕様書　参考図面　３ 管防食設置方法による。

１．本管部

２．給水取出し部

管
布
設
工

規格値 適　　　　要測定基準
測定対象

工種

管
防
食
工

ロ
ケ
｜
テ
ィ
ン
グ
ワ
イ
ヤ
設
置
工
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測定項目

イ

コンクリート断面 幅　　－30

（A,B,C,L,H） 厚さ　－20

ウ

　大和郡山市型消火栓ボックス施工基準書（大和郡山市消防本部）及び、

　上水道工事共通仕様書　参考図面　１ 丸形消火栓消防設置基準による。

「給水工事仕様書　大和郡山市上下水道部」及び「上水道工事共通仕様書　参考図面　５　大和郡山市上下水道部給水装置工事
標準図」による。

丸
形
消
火
栓

管
布
設
工

各
弁
室
設
置
工

±50

測定対象 規格値
（ｍｍ）

管
防
護
工

工種

管下高（ｈ）

設計箇所ごとに測定する。
既設埋設物等の関係で標準防
護ができない場合は、監督員
と協議する。

測定基準 適　　　　要

給
水
装
置
工
事
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測定項目

ウ

規格値
（ｍｍ）工種

各
弁
室
設
置
工

測定対象

ド
レ
ン
弁

キャップ位置（ａ）

測定基準 適　　　　要

実施箇所ごとに測定する。

実施箇所ごとに測定する。
弁類の芯から

管軸方向　±50
空気弁位置（ａ）

弁類の芯から
管軸方向　±50

空
気
弁

仕
切
弁
・
バ
タ
フ
ラ
イ
弁

ドレン管

※流れ方向キャップは
排出口に向ける

ドレン排出口

※蓋の開閉方向は
水の流れる方向

配 水 本 管
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測定項目

エ 基　準　高 ±20

橋台の天端長（Ｌ１） －30

橋台の敷長（Ｌ２） －30

橋台の天端幅（Ａ、ａ１、ａ２）

（橋軸方向）

橋台の天端幅（ａ３）

（橋軸方向）

橋台の高さ（ｈ１） －30

胸壁の高さ（ｈ２） －20

床版の高さ（ｈ３） －20

橋台間距離　Ｌ ±30

中心線に対するずれ（δ１）

（橋軸方向）

中心線に対するずれ（δ２）

（橋軸直角方向）

＋Ｌ/1000

－0

（

ただし、最小値＋50㎜

＋10％

－0

ただし、最小値１㎜

）
エ

（
）

測定基準 適　　　　要
工種

測定対象 規格値
（ｍｍ）

橋
台
工

橋軸方向の断面寸法は、中央
及び両端部、その他設計図に
表示のある主要寸法について
測定する。

水
管
橋
工
事

－20

－30

±30

±30

桁・トラスの通り
仮組立支間任意の
箇所について管軸
芯に対し左右±10

鋼
橋

全長・支間　（Ｌ）

仮
組
立
時

制作キャンバー（δ）

管体の通り（直進度）
仮組立支間任意の
箇所について管軸
芯に対し左右±10

桁・トラスの高さ
（Ｈ）

±Ｈ／500
ただし、最小１㎜

桁・トラスの中心間距離

水
管
橋
工
事

仮
組
立
時

桁・トラスの鉛直度
±Ｈ／500
ただし、最大値10
㎜、最小値１㎜

現場継手の目違い
板厚の10％ただ
し、板厚15㎜以下
については1.5㎜

±Ｂ／500
ただし、最小１㎜

鋼
橋
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測定項目

オ 各層膜厚 各層設計膜厚 膜層厚の測定

以上

１　鋼橋（水管橋本体）

２　歩廊等（付属部材）

10㎡につき１箇所測定する。

測定対象 規格値
（ｍｍ）

測定基準 適　　　　要
工種

塗
膜
厚

水
管
橋
工
事

膜層厚は、測定項目に示すと
おり、下塗、中塗、上塗の各
種ごとに測定する。合計膜厚
は、設計膜厚以上とする。

厚さは電磁微厚計その他によ
り管軸方向に対し任意の３箇
所以上、その各箇所の円周任
意の４点で測定する。
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試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ア ＪＷＷＡ　Ｇ１１３ 受験証明書

ＪＷＷＡ　Ｇ１２０

内面塗装　モルタルライニング

ＪＷＷＡ　Ａ１１３

外面塗装 耐食塗料（ＧＸ管）

外面塗装 合成樹脂塗料(GX管以外）

ＪＷＷＡ　Ｇ１１４

ＪＷＷＡ　Ｇ１２１

内面塗装　エポキシ樹脂粉体塗装

ＪＷＷＡ　Ｇ１１２

外面塗装 耐食亜鉛系塗料（ＧＸ管）

外面塗装 合成樹脂塗料(GX管以外）

ＪＷＷＡ　Ｇ１１３、

ＪＷＷＡ　Ｇ１１４の付属書

　　　　　　　　

その他設計図書で指定したもの

ＪＷＷＡ　Ｇ１１３、

ＪＷＷＡ　Ｇ１１４の付属書

接合部品Ⅱ類

（六角ボルト・ナット）

ＪＩＳ　Ｇ４３０３、

ＪＩＳ　Ｇ４３０８、

ＪＩＳ　Ｇ４３０９の

ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０４

Ｊ３、ＳＵＳＸＭ７

接合部品Ⅲ類

（ガスケット）

ＪＷＷＡ　Ｋ１５６

設計図書で指定したもの

ＪＷＷＡ　Ｇ１２０、

ＪＷＷＡ　Ｇ１２１の付属書

外面塗装 耐食亜鉛系塗料（ＧＸ管）

外面塗装 合成樹脂塗料(GX管以外）

（３）上水道工事品質管理基準

合成樹脂塗料は、ＪＷＷＡ
Ｋ１３９に適合したもの

摘　　要
管　　理　　基　　準

日本水道協会検査
基準

ダクタイル鋳鉄管

工
種

種
別

区
分

試験（測定）種目

配
管
材
料

※この規格は、ＪＩＳ　Ｇ５
５２７に対応するものとして
作成されたものである。

水道用ダクタイル鋳鉄
管用接合部品
（特殊押輪）

合成樹脂塗料は、ＪＷＷＡ
Ｋ１３９に適合したもの

水道用ダクタイル鋳鉄
管用接合部品
（フランジ形以外）

水道用ダクタイル鋳鉄
管用接合部品
（フランジ形）

ダクタイル鋳鉄異形管

※この規格は、ＪＩＳ　Ｇ５
５２６に対応するものとして
作成されたものである。

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
・
ビ
ニ
ル
管
・
鋼
管

必
須

合成樹脂塗料は、ＪＷＷＡ
Ｋ１３９に適合したもの

－11－



試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ア 設計図書で指定したもの。 受験証明書

本体塗装　合成樹脂塗料

接合部品

ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２（附属書）

ＳＵＳ３０４系

ＪＷＷＡ　Ｋ１２９

ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＪＩＳ　Ｋ６７４３

設計図書で指定したもの。

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装　樹脂粉体塗料

本体塗装　合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｋ１１６

ＪＩＳ　Ｂ２３０１

内面塗装　樹脂粉体塗料

ＪＩＳ　Ｂ２３０１附属書

外面塗装

ＪＷＷＡ　Ｇ１１７

ＪＷＷＡ　Ｇ１１８

ＪＷＷＡ　Ｋ１３１（参考）
以上の性能を有するもの。

ＪＩＳ　Ｂ２３０１附属書に
よるものとし、設計図書で指
定したもの。

内面塗装、外面塗装　設計図
書で指定したもの。

工
種

種
別

区
分

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
・
ビ
ニ
ル
管
・
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
・
鋼
管

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

日本水道協会検査
基準

水道用ダクタイル鋳鉄
管用接合部品
（耐震用特殊割押輪）

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
に適合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
に適合したもの

水道用塗覆装鋼管

水道用塗覆装鋼管
（異形管）

（ＮＳ形用軽量Ｔ頭ボルト・
ナット）

内面塗装、外面塗装　設計図
書で指定したもの。

ビニル管用鋳鉄製継手
（離脱防止金具）

配
管
材
料

水道用硬質塩化ビニル
ライニング鋼管

ＶＤ以外で地中配管する場合
は、防食対策を必要とする。

ビニル管用鋳鉄製継手
（抜防止内蔵型）

水道用ゴム輪形耐衝撃
性硬質塩化ビニル管

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

摘　　要試験（測定）種目

耐衝撃性硬質塩化
ビニル管及び継手

ねじ込み式可鍛鋳鉄製
管継手（内面樹脂コー
ティング）

必
須

管　　理　　基　　準
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試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ア ＪＷＷＡ　Ｋ１４４ 受験証明書

ＰＴＣ　Ｋ０３

ＪＷＷＡ　Ｋ１４５

ＰＴＣ　Ｋ１３

設計図書で指定したもの。

ＰＴＣ　Ｇ３０

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装　樹脂粉体塗料

ＰＴＣ　Ｂ２１

ＰＴＣ　Ｇ３２

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

摘　　要

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

必
須

配
管
材
料

水道配水用ポリエチレ
ン管金属継手

水道配水用ポリエチレ
ン管挿し口付ダクタイ
ル鋳鉄異形管

日本水道協会検査
基準

水道配水用ポリエチレ
ン管

工
種

種
別

区
分

試験（測定）種目
管　　理　　基　　準

水道配水用ポリエチレ
ン管継手

水道配水用ポリエチレ
ン管メカニカル継手
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試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ア ＪＷＷＡ　Ｇ１１５ 受験証明書

ＪＷＷＡ　Ｇ１１６

ＪＩＳ　Ｋ６７６２

ＪＷＷＡ　Ｂ１１６

設計図書で指定したもの。

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装　合成樹脂塗料

ＪＷＷＡ　Ｂ１２０、

ＪＷＷＡ　Ｂ１２０（準拠）

外面塗装 耐食亜鉛系塗料（ＧＸ管）

内ネジ式、右開き

内外面塗装　樹脂粉体塗料

ＪＷＷＡ　Ｂ１２２（準拠）

内ネジ式、右開き

内外面塗装　樹脂粉体塗料

ＰＴＣ　Ｂ２２

ＪＷＷＡ　Ｂ１３８

ＪＷＷＡ　Ｂ１３８（準拠）

ＪＷＷＡ　Ｂ１０３

単口、双口

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装

合成樹脂塗料又は樹脂粉体塗料

摘　　要

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
又はＪＷＷＡ　Ｇ１１２に適
合したもの

必
須

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
に適合したもの

水道用ダクタイル鋳鉄
仕切弁

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

水道配水用ポリエチレ
ン挿し口付ソフトシー
ル仕切弁

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

管　　理　　基　　準

水道配水用ポリエチレン管
は、ＰＴＣ　Ｇ３１に適合し
たもの

配
管
材
料

弁
栓
類
等

工
種

種
別

区
分

日本水道協会検査
基準

水道用ソフトシール
仕切弁

試験（測定）種目

消火栓

水道用ステンレス鋼管
及び継手

水道用ポリエチレン管
二層管１種及び継手

不断水割Ｔ字管
不断水仕切弁

その他設計図書で指定したも
の。

水道用バタフライ弁

合成樹脂塗料は、ＪＷＷＡ
Ｋ１３９に適合したもの

－14－



試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ア ＪＷＷＡ　Ｂ１０３（準拠）

単口、双口

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装

合成樹脂塗料又は樹脂粉体塗料

４５°、９０°

ＪＷＷＡ　Ｂ１２６ 受験証明書

レバーハンドル式

ボール弁式

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装

合成樹脂塗料又は樹脂粉体塗料

ＪＷＷＡ　Ｂ１３７

内面塗装　樹脂粉体塗料

外面塗装

合成樹脂塗料又は樹脂粉体塗料

ＪＷＷＡ　Ｂ１３７（準拠）

設計図書で指定したもの。

JWWA　B117（配水用ポリ以外）

ＰＴＣ　Ｂ２０（配水用ポリ）

ボール弁式

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

水道用急速空気弁

必
須

弁
栓
類
等
・
そ
の
他

配
管
材
料

水道用補修弁 日本水道協会検査
基準

管　　理　　基　　準

ＦＥＳＣ（日本消防設備安全
センター）規格　Ｂ０２０、
Ｂ０２１

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
又はＪＷＷＡ　Ｇ１１２に適
合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
又はＪＷＷＡ　Ｇ１１２に適
合したもの

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｋ１３９
又はＪＷＷＡ　Ｇ１１２に適
合したもの

日本消防設備安全セ
ンター検査基準

摘　　要

日本消防設備安全セン
ター検査証明書

工
種

種
別

区
分

試験（測定）種目

仮設用消火栓

塗料は、ＪＷＷＡ　Ｇ１１２
に適合したもの

浅埋用消火栓

ゲートバルブ
グローブバルブ

塗装方法については、発注者
との協議による。

厚生労働省令１３８号による
鉛浸出基準　０．０１㎎／㍑
以下

サドル付き分水栓

直結止水栓

不凍急空気弁

その他設計図書で指定したも
の。
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試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

ＪＷＷＡ　Ｋ１５８

設計図書で指定したもの。

設計図書で指定したもの。

年号入り

設計図書で指定したもの。

ダブル、青色

必
須

そ
の
他

ア
配
管
材
料

摘　　要
工
種

種
別

区
分

管　　理　　基　　準

埋設標識シート

大和郡山市鉄蓋・ボックス仕
様書による。

仕切弁ボックス
（鉄蓋含む）

バタフライ弁ボックス
（鉄蓋含む）

大和郡山市鉄蓋・ボックス仕
様書による。

試験（測定）種目

大和郡山市消火栓ボックス仕
様書（大和郡山市消防本部）
による。

消火栓ボックス
（鉄蓋含む）

量水器ボックス

水道用ダクタイル鋳鉄
管用ポリエチレンス
リーブ

管明示テープ

ロケーティングワイヤー

空気弁ボックス
（鉄蓋含む）

給水工事仕様書　大和郡山市
上下水道部による。

大和郡山市鉄蓋・ボックス仕
様書による。
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試験方法
試験（測定）

の基準
品質規格

イ

継手箇所ごと

５．ＧＸ異形管

６．Ｐ－Ｌｉｎｋ，Ｇ－Ｌｉｎｋ

　　100N・mを標準とする。

工
種

種
別

管
の
接
合配

管

管　　理　　基　　準

ボルトの締付け
トルク

　　押輪の施工管理用突部と受口端面に0.5mm厚の隙間ゲー
ジ
　が入ってはならない。

摘　　要

必
須

チェックシー
ト(原本）を提
出する。

　GX形、ＮＳ形、Ｋ形、ＳⅡ形、Ｓ形、ＫＦ形、フランジ形及びＥＦ継手接合に適用し、継手
チェックシート（ダクタイル管継手は日本ダクタイル鉄管協会発刊の接合要領書　参考資料　ＥＦ
継手は配水用ポリエチレンパイプシステム協会発刊の施工マニュアル　参考資料）に基づいて、必
要な測定を継手箇所ごとに行う。

チェックシー
トを作成し原
本を提出す
る。

そ
の
他

区
分

試験（測定）種目

－17－



試験
方法

試験（測
定）の基準

品質規格

イ チェック
シートを作
成し原本を
提出する。

そ
の
他

摘　要

継手箇所ご
と

工
種

種
別

管
の
接
合配

管

区
分

試験（測定）種目

管　　理　　基　　準

標準胴付間隔許容
曲げ角度

GX形ダクタイル鋳鉄管 許容曲げ角度及び標準胴付間隔(単位:㎜)

管径 許容曲げ角度 胴付け間隔

75 ～ 100 ４° 45

150 ～ 250 ４° 60
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試験
方法

試験（測
定）の基準

品質規格

イ

曲げ配管 塩化ビニル管

無理な曲げ配管は行わない。

水圧測定

　　ダクタイル鋳鉄管　　　0.98ＭPa〔10.0㎏f/c㎡〕

　　配水用ポリエチレン管　0.98ＭPa〔10.0㎏f/c㎡〕

　　ビニル管　　　　　　　0.98ＭPa〔10.0㎏f/c㎡〕

　　石綿セメント管　　　　0.74ＭPa〔 7.5㎏f/c㎡〕

　以上の圧力で１分間保持する。

チェック
シートを作
成し原本を
提出する。

種
別

摘　要

管　　理　　基　　準

継手箇所ご
と

標準胴付間隔許容
曲げ角度

工
種

管
の
接
合

区
分

試験（測定）種目

必
須

配
管

曲げ配管の最小
半径

不
断
水
式
工
事

そ
の
他
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試験方法 試験（測定）の基準 品質規格

イ ＪＩＳ　Ｚ３１０４

ＪＩＳ　Ｚ３１０６

WSP-008

１　試験箇所

　１口につき２箇所

　１箇所の長さは30㎝

外観検査 塗装箇所ごと １．異物の混入

２．著しい塗りムラ

３．流れ等がないこと

塗膜厚検査 塗装箇所ごと 塗装厚さ0.5㎜以上

塗装箇所ごと

・塗膜厚　0.5㎜

外観検査 被覆箇所ごと。

ピンホール検査 被覆箇所ごと。

膜厚検査 被覆箇所ごと。

　　　　　＋規定せず

1.6㎜とする。

　　　　　－0.1㎜

ウ

試験成績表を提出
するものとし、試
験箇所は、監督員
が指示した箇所と
する。

　ステンレス鋼溶接部
の放射線透過試験方法
及び透過写真の等級分
類方法。

加熱後の塗膜装材の厚
さは、

ＪＩＳ　Ｚ３０５０及
びＪＩＳ　Ｚ３０６０

鋼溶接部の超音波探傷
試験方法及び試験結果
の等級分類方法。

試験は原則水道事業実
務必携、Ｘ線検査歩掛
表のとおり実施する。
上記によらない場合
は、監督員の指示に従
うこと。

　試験成績及びレ
ントゲン写真を提
出するものとし、
試験箇所は、監督
員が指示した箇所
とする。

判定は、３類以上とす
る。

電磁式微厚計又は他の
測定器具

試験成績表を提出
する。

試験は次のとおり実施
する。 水道用鋼管現場溶接継

手部の非破壊検査基準
を満足しなければなら
ない。

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料
・
プ
ラ
ン
ト
・
舗
設
現
場

必
須
・
そ
の
他

「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」によるものとする。

ホリデーデテクタで測
定した塗膜全面につい
て火花の発生する欠陥
がないこと。

・試験電圧　2000～
2500V

必
須

液状エポキシ樹脂
塗装（内面）

管
の
溶
接

試験成績表を提出
する。

摘　　要
管　　理　　基　　準

ピンホール及び塗りも
れ

３．現場塗装材の両端
から50㎜以内にふくれ
があってはならない

４．工場塗装部との重
ね長さは、50㎜以上と
する。

ピンホールの検査は、
ホリデーデテクタ（電
圧は10000～12000Ｖ）
用いて行い花火の発生
するような欠陥があっ
てはならない。

　鋼溶接部の放射線透
過試験方法及び通過写
真の等級分類方法。

　二重壁片面撮影法に
よる。

１．焼損があってはな
らない。

２．有害な欠損となる
両端の大きなめくれが
あってはならない。

工
種

種
別

区
分

試験（測定）種目

超音波探傷試験

放射線透過試験
（レントゲン）

配
管

ジョイントコート
（外装）
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ア）施工前及び完成写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

－〃－ 完成後 完成後１回

イ）出来形管理写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

舗装版切断工 切断状況 施工中 ３箇所以上

舗装版取壊し工 施工状況 施工中

掘削工 施工状況 施工中

床付け工 施工状況(φ400㎜以上) 施工中

砂基礎（下部） 施工中及び完了後

砂基礎（上部） 施工中及び完了後

中間

上層

下層路盤工 施工状況 締固め時及び施工後

上層路盤工 施工状況 締固め時及び施工後

仮復旧工 施工状況 締固め時及び施工後

アスファルト舗装工

舗装版切断工 切断深さ 施工後 舗装種別毎に１箇所以上

床付け工 幅、深さ 施工後

下層路盤工

上層路盤工

仮復旧工 厚さ 施工後

アスファルト舗装工

切断機械の判別 施工中 機種変更ごと

切断及び溝切り状況 施工中 ５口に１箇所

挿し口加工状況 施工中 ５口に１箇所
（

切断面塗装状況 施工中 全箇所

管接合状況 施工中 ２０ｍごとに１箇所

）

ワイヤー配線工 ワイヤー配線状況 施工中 施工状況ごとに１箇所

管明示テープ工 管明示テープ表示状況 施工中 施工状況ごとに１箇所

管明示シート工 管明示シート表示状況 施工中 施工状況ごとに１箇所

分水栓建込工 分水栓建込状況 完了後 施工箇所ごと

引込管連絡工 引込管布設状況 完了後 施工箇所ごと

塗装工（内、外面） 施工状況 施工後 ２０ｍごとに１箇所

管撤去工 撤去管の延長 施工後 １日に１回

着工前１回着工前
全景又は代表部分

（追写真）

据付作業、穿孔状況
施工中
完了後

施工箇所ごと

管の吊りおろし
据付け（撤去）作業

施工中 ２０ｍごとに１箇所

施工箇所ごと

２０ｍごとに１箇所

管
路

仮
設
管
路
含
む

不断水仕切弁工及び
不断水分岐工

出
来
形

管切断工

工　種

工　種

土
工

出
来
形

掘削完了後

幅、厚さ 施工後

「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」出来形管理写真撮影箇所一覧表
によるもととする。

施工中及び締固め時

２０ｍごとに１箇所

管布設工・撤去工

ポリエチレンスリーブ
被覆工

（５）上水道工事工事写真撮影基準

埋戻し工

幅、長さ、口径、被り、
企業名、埋設布設状況

試掘工

施
工
状
況

「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」出来形管理写真撮影箇所一覧表
によるもととする。

着工前

完　成

２０ｍごとに１箇所

施
工
状
況

管布設工
管布設の位置

（Ｏ．Ｐ離れＤ．Ｐ深さ）
布設後

弁、消火栓等は場所ごと、
施工状況ごとに１箇所

施工中
被覆状況
ラップ長
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種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

砕石基礎 基礎転圧 施工中 施工場所ごと

コンクリート工 施工状況 施工中 施工場所ごと

砕石基礎 幅、高さ、長さ 施工後 施工場所ごと

コンクリート工 幅、高さ、長さ 施工後 施工場所ごと

砂基礎 施工状況 施工中 施工場所ごと

弁設置、撤去 据付状況 施工中 施工場所ごと

室設置・撤去 施工状況 施工中 施工場所ごと

蓋設置 施工状況 施工中 施工場所ごと

砂基礎 幅、高さ、長さ 施工後 施工場所ごと

室設置 幅、高さ、長さ 施工後 施工場所ごと

下部工躯体 施工状況 施工中 適宜

水管橋工場製作 制作状況 制作中 適宜

塗　装 塗装状況 施工中 適宜

搬入状況 搬入時 適宜

支承取付状況 取付後 １スパンに１回

地組状況 地組中 適宜

架　設 キャンバー等 架設後 １スパンに１回

覆工工 設置状況 施工中 路線ごと

仮締切工 施工状況 施工中 箇所ごと

防護工 施工状況 施工中 箇所ごと

矢板長 打込前 １施工単位に１回

基準高、変位 打込後 ２０ｍごとに１箇所

覆工工 舗装との摺付け状況 施工後 路線ごと　　－〃－

防護工 防護間隔 施工後 箇所ごと

施
工
状
況

架　設

けた架設状況 架設中

仮
設
工

施
工
状
況

工　種

出
来
形

弁
室
築
造
工

腹起し、切梁の間隔

出
来
形

水管橋工場製作

打込・設置状況

設置後

測定後塗装厚

１施工単位ごと又は
２０ｍに１箇所

１橋に１回又は１工
事に１回

仮組立検査時仮組立寸法

矢板工

使用前
使用後

ケレン状況（塗替）

矢板工
（Ｈ鋼杭横矢板）

部材ごと１スパンに
１回

適宜施工中

下部工躯体

水
管
橋
及
び
橋
梁
添
架

塗　装

材料使用量
（塗装缶）

全数量
使用前
使用後

部材ごと１スパンに
１回

１橋に１回又は１工
事に１回

原寸検査時原寸

出
来
形

施
工
状
況

管
防
護
工

管
路

出
来
形

施
工
状
況

不断水仕切弁工及び
不断水分岐工

管布設の位置
（Ｏ．Ｐ離れＤ．Ｐ深さ）

設置後

１スパンに１回又は架設工
法が変わるごとに１回

引込管連絡工

１基に１回型枠取付後
基準高、幅、厚さ、

高さ、長さ

管布設の位置
（Ｏ．Ｐ離れＤ．Ｐ深さ）

施工箇所ごと

布設後 施工箇所ごと

出
来
形
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種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

モルタル工 施工状況 施工時 適宜

型枠工 組立状況 施工時 適宜

型枠工 断面寸法、鉄筋被り 組立後 適宜

ウ）材料検査写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

検査実施状況 検査時 －〃－

エ）品質管理写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

スランプ試験 試験実施状況 試験実施中
コンクリートの種類
ごとに１回

空気量試験 －〃－ －〃－ －〃－

供試体 採取時

試験実施状況 試験実施中

外観試験（圧接） 試験中 １施工単位に１回

供試体（圧接） 作成後 全数量

引張試験（圧接） 試験後 全数量（破断写真）

超音波探傷試験 試験中 試験毎に１回

材料試験 試験実施状況 試験実施中 各試験項目ごとに１回

高力ボルト締付け 締付け確認状況 締付け作業中 主要部材ごとに１回

現場溶接 試験実施状況 試験実施中 －〃－

水管橋 接合部検査状況 施工後 実施箇所ごと

管材料検査 施工前 搬入ごと

管接合部検査状況 施工後 実施箇所

出
来
形

ｺﾝｸﾘｰﾄ

コ
ン
ク
リ
｜
ト
工

工　種

配　筋
鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装

強度試験

塩化物含有量試験

施
工
状
況

全数量

工　種

鋼　橋

水管橋
及び

橋梁添架 橋梁添架

コンクリートの種類
ごとに１回

－〃－－〃－

各品目に１回又は搬
入ロットごとに１回

施工前及び検査時現状寸法

適宜打設後
基準高、幅、高さ、

長さ、厚さ
モルタル工

適宜打設後
基準高、幅、高さ、

長さ、厚さ
コンクリート工

鉄筋工

鉄筋工

コンクリート工

施工単位あたり１回施工時
配筋、組立、

継手、圧接状況

適宜

適宜組立後
位置、間隔、

組立寸法、継手寸法

施工時
打込状況、締固状況、
テストピース採取及び

試験、養生状況

「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」出来形管理写真撮影箇所一覧表によるものとする。
小規模工事においては、この項目を省略することが出来る。

「土木工事施工管理基準　奈良県土木部」品質管理写真撮影箇所一覧表によるものとする。

下層路盤

工　種

材料検査

上層路盤
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種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

水圧試験状況 施工後 監督員の指示による

溶接部の検査状況 施工後 継手ごと

ＮＳ継手 5口に１箇所

ＧＸ継手
直管部　　5口に１箇所
異形管部　　　全数量

フランジ継手 全数量

ＥＦ継手 5口に１箇所

チェックシート 記入状況 適宜

材料検査（使用塗料） 施工前 全数量、各層ごと

その他 材料検査（使用塗料） 施工前 全数量、各層ごと

オ）安全管理写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

各種標識類の設置状況 設置後 各状況ごとに１回

各種保安施設の設置状況 設置後 －〃－

交通管理状況 作業中 －〃－

カ）その他写真

種　　　別 撮　影　項　目 撮　影　時　期 撮　影　頻　度

建設発生土
産業廃棄物等

積込み、積替え、処分状
況及び処分場の掲示看板
等
（建設発生土等仮置きの
ある場合は、仮置き状況
も撮影する）

施工中 １工事に１回

管継手工 施工中

塗覆装

被害又は損害状況

不断水仕切弁工及び
不断水分岐工

管布設工

（発生前）
発生時
発生後

ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ
関係

検査状況（膜厚、
ピンホール、接着）

設置後

施工後

建設
副産物

災害関係

補償関係

各施設設置状況

配管工

上記以外の管継手工
（仮設管、仮設栓含む）

各種毎に１回設置後

工　種

環境対策
関係

各種毎に１回

監督員の指示による施工後水圧試験状況

安全管理

各種毎に１回被災状況及び被災規模
（被災前）
（被災中）

被災後

各施設設置状況

工　種

全数量

各種毎に１回

工　種

管塗装

適宜

測定状況
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